
 

 

 
 

 

 

 

霧ヶ峰に関わる団体が一堂に会して、霧ヶ峰の環境保全について協議するとともに、構成

団体の事業や活動の相互連携を図るため、第47回霧ヶ峰自然環境保全協議会（通称、「霧

ヶ峰みらい協議会」）を次のとおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霧ヶ峰自然環境保全協議会 

（事務局：長野県諏訪地域振興局環境課） 

担 当 小泉  
電 話  0266-57-2952（直通） 
F A X  0266-57-2968 
E-mail suwachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

１ 日時 

  令和８年２月 27 日（金）午後 1 時 30 分から午後 3 時まで 
 

２ 場所 

  長野県諏訪合同庁舎５階 講堂 
 

３ 議題 

 【協議事項】 

(1) 第１号議案：霧ヶ峰自然環境保全協議会規約の一部改正について（案） 

(2) 第２号議案：役員改選について（案） 

 

 【報告事項】 

(1) 八島湿原におけるニホンジカの侵入状況について 

(2) 生物多様性保全パートナーシップ協定の締結について 

(3) その他   

       (議題につきましては当日変更になる場合があります。) 

 

４ その他 

(1) 八島湿原園地周辺の外来植物等の駆除、伐採木の搬出について 

(2) 入山協力金（仮称）について 

(3) 霧ヶ峰エコツーリズム構築部会活動報告 

(4) 霧ヶ峰モニターツアーについて 

(5) 令和７年度事業報告（予定）、令和８年度事業計画（案）（予定）について 

 

※霧ヶ峰自然環境保全協議会（通称「霧ヶ峰みらい協議会」）とは 

霧ヶ峰に関わる団体の代表者が、霧ヶ峰の保護と利用のあり方について総合的に協議・検討し、100 年後

に残すべき霧ヶ峰の姿を描き実現することを目指して平成 19 年 11 月に設立された協議会です。地権者・

自治会・観光団体・運輸団体・自然保護団体・学識経験者・行政等 42 団体から構成されています。 

長野県（諏訪地域振興局環境課）プレスリリース  令和８年（2026 年）２月 20 日 

 
 

第 47回霧ヶ峰自然環境保全協議会を開催します 


